
 

 

平成 26年３月 24日 

 

米原市議会議長 的場 收治 様 

 

米原市健康福祉常任委員長 北村 喜代隆 

 

 

健康福祉常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、米原

市議会委員会条例第 39条の規定により報告します。 

 

記 

【第１日】 

１．日 時：平成 26年３月 12日(水) 午前９時 28分～午後４時 41分 

２．場 所：山東庁舎 別館３階 第 1委員会室 

３. 出席委員：北村喜代隆委員長、藤田正雄副委員長、今中力松委員 

中川雅史委員、鍔田明委員、前川明委員（６名出席） 

４．欠席委員：堀江一三委員 

５．職務出席：的場收治議長 

６．議会事務局：春日局長、古野主任 

７．傍聴議員：太田幸代議員、澤井明美議員、吉田周一郎議員、松﨑淳議員 

８．一般傍聴： なし 

９．説明者および補助員（執行部職員） 

平尾市長、西田副市長、山本教育長 

健康福祉部：佐竹部長、岩山理事 

（福祉支援局） 馬渕局長、服部副参事、澤村主幹 

（高齢福祉課） 竹腰課長、的場課長補佐、石河主査 

（健康づくり課） 堤課長、西澤課長補佐 

（子育て支援課） 丸本課長、口分田課長補佐、須戸課長補佐、嶌課長補佐、 

阿原主幹、川西主査 

（社会福祉課） 世森課長、松居課長補佐、北村主幹 

市民部：膽吹部長 

（保険課） 千種課長、庄司課長補佐 

（収納対策課） 吉田課長 

総務部：中谷部長 



 

 

（総務課） 北村次長 

（財政課） 上村課長 

市長直轄組織： 

（政策調整課）山田次長 

 

【第２日】 

１．日 時：平成 26年３月 13日(木) 午前９時 30分～午前 10時 00分 

２．場 所：山東庁舎 別館３階 第 1委員会室 

３. 出席委員：北村喜代隆委員長、藤田正雄副委員長、今中力松委員 

中川雅史委員、堀江一三委員、鍔田明委員、前川明委員（総員出席） 

４．欠席委員：なし 

５．職務出席：的場收治議長 

６．議会事務局：春日局長、安田主幹 

７．傍聴議員：松﨑議員、太田議員 

８．一般傍聴： なし 

９．審査結果： 

議案番号 件   名 審査結果 

議案案４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、

健康福祉常任委員会の所管に属する事項 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第５号 平成 25 年度米原市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号） 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第６号 平成 25 年度米原市国民健康保険直営診療所事業特

別会計補正予算（第５号） 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案案７号 平成 25 年度米原市介護保険事業特別会計補正予算

（第５号） 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第８号 平成 25 年度米原市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号） 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第14号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、健康福祉常任委

員会の所管に属する事項 

賛成多数により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第15号 平成 26 年度米原市国民健康保険事業特別会計予算 総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第16号 平成 26 年度米原市国民健康保険直営診療所事業特

別会計予算 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第17号 平成 26 年度米原市介護保険事業特別会計予算 総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 



 

 

議案第18号 平成 26 年度米原市後期高齢者医療事業特別会計予

算 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第25号 米原市こども条例策定審議会条例の廃止について 総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第26号 米原市子ども家庭サポートセンター条例の廃止につ

いて 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第30号 米原市障がい者計画等策定委員会条例の制定につい

て 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第31号 米原市子ども条例の制定について 総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

議案第49号 湖北地域介護認定審査会共同設置規約の変更につい

て 

総員賛成により原案のとおり

可決すべきものと決定 

意見書第２

号 

「医療・介護確保法案」の撤回を求める意見書案 賛成少数により否決とすべき

ものと決定 

   

 

 

 
 


